
学校のきまり 

してはいけないこと 

１）いじめ（いじめは「犯罪」です） 

例①人をたたいたり、けったりすること 

例②人のものをとったり、隠したりすること 

例③人の悪口や陰口を言ったり、書いたりすること 

例④そのほか、人が嫌がっていることをすること（インターネットやスマホ、タブレットでの行為を含む） 

２）他の人や地域の人に迷惑をかけること、大きな事故につながる遊びをすること 

例①地域の人に迷惑をかける遊び…ピンポンダッシュや落書き、人の家やマンション、駐車場、田んぼ、

畑に入ったり、走り回ったりすること 

例②大きな事故やけがにつながる遊び…火遊び・川遊び・エアガン・石投げ・自転車の追いかけっこなど 

 

１．登校と下校について 

１）朝、学校に来るときは、集団登校で来ます。（８時５分〜８時２０分の間） 

２）登校中、学校に着いてから忘れ物に気づいても、家に取りに帰りません。 

３）登下校は、特別な事情がない限り、町別児童会で確認した道のみを通ります。 

４）登下校中は、交通ルールを守ります。家から出かけるときも同じです。 

５）下校時刻を守ります。 

①２月から１０月までは、 午後４時３０分 

②１１月から１月までは、 午後４時 

 

２．学校内 

１）登校後は、下校時刻まで学校の中で過ごします。（学校の外に勝手に出ません） 

２）他の教室に入るには、先生の許可が必要です。 

３）音楽やチャイムをよく聞き、時刻を守って行動します。 

４）運動場の状態が悪いとき（赤旗）のときは、運動場でも総合遊具でも遊べません。黄色い旗のときは、運動 

場では遊べますが、総合遊具では遊べません。雨のときは、部屋の中で安全に過ごします。 
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５）学校で遊ぶときは、決められた場所で遊びます。 

※下がコンクリートの場所や駐車場では遊びません。 

６）階段や廊下、渡り廊下は右側を歩きます。 

７）教室を移動するときには、静かに歩きます。 

８）放課後に遊ぶときは、決められた場所にランドセルを置いてから、遊びます。 

９）休み時間や放課後に遊んだときは、後片付けをきちんとします。 

１０）やまなみ広場では、なわとびやお話をして過ごしましょう。 

１１）放課後だけは運動場でボールをけって遊べます。ボールは決められた時間までに廊下の箱に片付けましょう。 

 

３．家に帰ってから 

１）学校に忘れ物を取りにきたときは、職員室で許可を得てから校舎に入ります。帰るときも同様です。 

 「失礼します、◯年◯組の◯◯◯◯です。◯◯を忘れたので取りに来ました」 

２）遊びに行くときは、「だれと」「どこへ」「何をしに」「いつ帰る」を家の人に言ってから出かけましょう。 

３）学校へは、自転車に乗ってきません。また、学校の前にもとめません。 

４）用事がない限り、スーパーマーケットや商店、コンビニエンスストアへ行きません。また、駐車場にも集まりません。 

５）校区外へは、特別な事情がない限り行きません。 

６）友だちにお金を貸したり、借りたりしません。 

７）道路でスケートボードやキックボード、自転車などで遊びません。 

８）午後５時になったら、家に帰るようにしましょう。冬は暗くなる前に帰りましょう。 

 

４．持ち物 

１）学校に必要のないものはもってきません。もってきてしまった場合、一時的に預かることがあります。 

２）アクセサリー類…けがの原因となるものは身に付けないようにしましょう 

３）携帯電話は、家庭の事情で必要な場合のみもってきます。職員室に預けます。 

自分の行動が正しいか、 

自分で判断できる力をつけよう！ 


